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北海道網走養護学校長 鴻江 康人 

 

 本校は、昭和 49 年（1974 年）４月に道東初の肢体不自由のある児童生徒の教育を行う特別支援学校

として開校し、行政・医療・療育・福祉等の関係機関の皆様、学校協賛会をはじめとする地域の皆様、そ

して同窓会や保護者の皆様の深い愛情とご理解、ご協力に支えられて、障がいのある児童生徒の社会参

加や自立に向けた教育活動を行ってまいりました。 

校訓を「明るく元気に呼人に学ぶ」とし、「地域で自分らしく生きる人を育てる」を学校教育目標とし

て掲げており、学校を取り巻くすべての人々との連携・協働体制の下、小・中・高等部の特色ある教育活

動を活かした学校づくりに長年取り組んできました。 

 

今後も学校を取り巻くすべての人々のウェルビーイングを実現するため、日々の教育活動を通じて、児

童生徒がオホーツクの風土に親しみ、地域とのつながりを大切に思う気持ちを育むことや自らの可能性

を信じ、夢をもって日々の努力を積み重ねることの大切さを知ること、そして誰もが尊重され、誇りを持

ち、自分らしく暮らしていける社会の実現に向けた、新たな価値を創造する特別支援学校でありたいと

考えます。 

 

この地域とともに歩んだ歴史と伝統を大切にしながら、インクルーシブ教育の理念の下、専門性の高い

教育とセンター的機能の一層の充実に努めるとともに、地域における特別支援教育の発展に貢献してい

くことを使命として、全力を尽くしてまいります。 

今後も本校の教育活動に対しまして変わらぬご理解と一層のご支援を賜りますよう、よろしくお願い

申し上げます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

本校の概要 
 
■意欲にあふれる児童生徒を育てます 

児童生徒一人一人の持ち味を生かし可能性を伸ばすために「個別の教育支援計画」や「個別の指導
計画」を作成し、それに基づいて、小学部、中学部、高等部において地域に根ざした特色ある教育を
行っています。 

■どのようなお子さんが… 
肢体不自由があるお子さんを前提として、学習指導や生活など特別な支援が必要な小学生から高校

生までの児童生徒が対象です。 

■どのような教育を… 

●一貫した指導・支援 
小学部、中学部、高等部と一貫した指導・支援の充実と、自立へ向けた基本的生活習慣の育成と

ともに個性の伸長、明朗な人格の育成、確かな学力を育むことを目指しています。 

●「個別の教育支援計画」と「個別の指導計画」 
生涯にわたって充実した生活を送るために、医療や福祉など関係機関との連携を大切にした「個

別の教育支援計画」の策定をすすめています。また、具体的な指導にあたっては、「個別の指導計
画」を基に、一人一人の教育的ニーズに応じた学習を行っています。 

●自立活動 
一人一人の良さや可能性を伸ばしていけるよう、個別の指導計画に基づき、個々の目標に応じた

学習課題に取り組んでいます。また、自立活動は、時間における指導だけではなく他の学習と密接
な関連を保つように、計画的、組織的に指導・支援を行っています。また、病院で機能訓練を行う
児童生徒が在籍していることから、医療との連携を大切にした教育を進めています。場合によって
は、児童生徒が定期的に受診している医療機関やリハビリスタッフ（ＰＴ・ＯＴ・ＳＴ）と、身体
の様子や指導目標、装具について等の情報交換、情報共有をしています。 

●訪問教育 
通学が困難な児童生徒に対して、教員が家庭や病院を訪問して教育を行っています。 

●寄宿舎の教育 
寄宿舎の機能には、大きく分けて「発達の保障」「生活の保障」「通学の保障」の項目があると考

えています。寄宿舎では、児童生徒が集団の中で規則正しい生活を送りながら、一人一人が課題に
応じた取り組みを行い、お互いに人間関係を深めてくことを目指しています。 

●居住地校交流 
地域に暮らす同年代の児童生徒（小学校・中学校）との交流を通じて、お互いに理解を深め、同

じ地域でともに生きていくための関係を深めるために、児童生徒（小学部・中学部）や保護者のニ
ーズに基づき交流します。お互いが、ともに地域社会の一員として豊かな生活をおくり連携を深め
るための貴重な場となります。 

●センター的な役割 
網走地区の特別支援教育のセンター的役割を担う学校として、保育所、幼稚園、小中学校、高等

学校等への教育支援や教育相談を行っています。 

●積極的な連携 
 ○PTA 

児童生徒の健やかな成長を図ることを目的として、研修会、交流親睦会等の様々な活動を行って
います。 

○おやじの会 
PTA の組織とは別に、ＰＴＡとの連携や協力を行いながら、おやじたちが余暇活動等への支援

を行っています。また、子どもたちの将来についても学習しています。 



○同窓会 
開校以来の会で、年に一回総会・懇親会を開き、卒業生や教職員が一堂に会し交流を深めていま
す。 

○後援会 
教育活動を推進するために、多くの地域の方々に応援していただいています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



北海道網走養護学校小学部の教育について 

 

１ 児童について 

 今年度、小学部では多様な障害がある児童

が在籍しております。各学年の児童数は「表

１」でご確認いただけます。 

児童は網走市を始め、清里町、小清水町、大

空町などから通っており、１３名中８名が寄

宿舎を利用しています。    

 

 

２ 教育課程について 

 教育課程においては、児童の実態に応じて「知的障がいを併せ有する児童の教育課程」で編成し指

導します。また、児童の課題やニーズ、実態や特性に応じた授業形態や学習集団を適切に編成するこ

とで、一人ひとりの学びを最大限に引き出します。 

 

(ア) 教科別の学習 

【生活科】 

実生活にかかわる見方・考え方を生かし、自立し生活を豊かにしていくための資質・能力を育成

することをねらいとして、「基本的生活習慣」、「安全」、「日課・予定」、「遊び」、「人との関わり」、「役

割」、「手伝い・仕事」、「金銭の扱い」、「きまり」、「社会の仕組みと公共施設」、「生命・自然」、「もの

の仕組みと働き」の １２の内容について、具体的な活動や体験を通して学習します。 

 【体育科】 

生涯にわたって心身の健康を保持増進し、運動やスポーツを日常生活に積極的に取り入れ、生活

を豊かにしていく資質・能力を育成することを目指し、基本的な運動や器具・用具を使った運動や

遊び、集団ゲーム等に取り組んでいます。 

【音楽科】 

生活の中の音や音楽に興味や関心をもったり、楽しさを味わって聴いたり表現したりする力を身

につけることをねらいとして、歌唱や器楽演奏、身体表現、鑑賞等の学習に取り組んでいます。 

【図画工作科】 

造形的な見方や感じ方を広げたり、創造したりする力を身に付けていくことをねらいとして、子

ども自身の考えで工夫したり試行錯誤したりしながら表現や鑑賞等の学習に取り組んでいます。 

【国語科・算数科】 

国語で理解し表現する力や数学的に考える力を身につけることを目指し、日常生活に関連のある

具体的・体験的な学習を通して、「聞く・話す」、「読む」「書く」、「数量の基礎」、「数と計算」、「量と

測定」、「図形」などの学習活動に取り組んでいます。 

 

 

        令和７年度 小学部児童在籍数 

  
男子
（名） 

女子
（名） 

計（名） 

在
校 

１年生 1 ０ 1 
２年生 ３ ０ ３ 
３年生 ３ ０ ３ 
４年生 ２ １ ３ 

５年生 ２ ０ ２ 

６年生 １ ０ １ 

計（名） １２ １ １３ 

 



(イ) 自立活動 

自立活動は、個々の児童が自立を目指し、障害による学習上または生活上の困難を主体的に改善・

克服するために必要な知識、技能、態度及び習慣を養い、もって心身の調和的発達の基盤を培うこ

とを目的に取り組む教育活動です。時間割のなかで設定されている自立活動は「時間における指導」

と呼ばれており、個々の生徒の障がいの状態や発達の段階などを的確に把握し、「１ 健康の保持」

「２ 心理的な安定」「３ 人間関係の形成」「４ 環境の把握」「５ 身体の動き」「６ コミュニケ

ーション」の６区分に示される内容の中からそれぞれに必要とする項目を選定し、それらを相互に

関連づけて、指導内容を設定しています。本校小学部では、児童の実態や課題に応じて、個別に取り

組んだり、適切な集団を構成して学習したりしています。また、学校における自立活動の指導は、各

教科等と密接に関連させて「教育活動全体における指導」とし、様々な学習の場面で指導を行いま

す。 

 

(ウ) 特別活動 

 全校集会（１～２か月に１回程度）、学部集会（１か月に１回程度）、委員会活動（１か月に１回程

度・５年生以上）、学級活動（月１回程度）などを実施しています。全校集会や委員会活動は、中学

部や高等部の生徒とも関わりがもてる機会となっています。 

 また、交流学習として呼人小学校との交流やＡＬＴ交流なども行っています。年に数回程度、住ん

でいる地域の小学校で学習をする「居住地校交流」を行っている児童もいます。 

 

 

(エ) 特別の教科 道徳 

小学部では、特に基本的生活習慣の確立と約束・きまりを守る態度の形成を核に据えます。低学年

では健康や安全への配慮、物を大切にする心、身の回りの整理や規則正しい生活を重視し、高学年で

は自立心や節度ある生活、友達との信頼関係構築へと発展させます。シールの活用や映像による振

り返りを通じて自己評価能力を育み、日常的なフィードバックで道徳性の基礎を養います。特別の

教科道徳を要としつつ教育活動全体で指導し、地域で自分らしく生きる人の育成を目指します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

[表 1]基本時間割※知的代替の教育課程①－１ 

※①～⑥は学年を表しています。 

※学部集会や行事以外の学習では、基本的に低学年ブロック（１～３年生）と高学年ブロック（４～６年生）

に分かれて学習を行います。さらに、必要に応じて学級やグループでの学習を設定します。 



※１校時に自立活動を４５分間行う。 

   月 火 水 木 金 

 
8;45～ 

9:00 
 登 校 

１ 
9:00～ 

10:00 

45 分 自立活動（学級/グループ） 

15 分 生 活※朝の会、係活動、着替え、排せつなど （学級） 

２ 
10:00～ 

10:45 
45 分 

道 徳 

①～⑥ 

（学部/学級） 

音 楽 

①～⑥ 

（ブロック・

グループ） 

特別活動 

学級活動①～⑥ 

学部集会①～⑥ 

全校集会①～⑥ 

委員会活動⑤⑥ 

体 育 

①～③ 

（ブロック・

グループ） 

生 活 

④～⑥ 

（ブロック） 

図画工作 

①～⑥ 

（ブロック・ 

グループ） 

  休憩      

３ 
11:00～ 

11:30 
30 分 

国語 

算数 

①～③ 

（学級/ 

グループ） 

自立 

活動 

④～⑥ 

（学級/ 

グループ）   

生 活 

①～⑥ 

（ブロック） 

国語 

算数 

①～③ 

（学級/ 

グループ） 

自立 

活動 

④～⑥ 

（学級/ 

グループ）   

生 活 

①～③ 

（ブロック） 

体 育 

④～⑥ 

（ブロック・

グループ） 

国語 

算数 

①～③ 

（学級/ 

グループ） 

自立 

活動 

④～⑥ 

（学級/ 

グループ）   

４ 
11:30～ 

12:00 
30 分 

自立 

活動 

①～③ 

（学級/ 

グループ） 

国語 

算数 

④～⑥ 

（学級/ 

グループ）  

自立 

活動 

①～③ 

（学級/ 

グループ） 

国語 

算数 

④～⑥ 

（学級/ 

グループ） 

自立 

活動 

①～③ 

（学級/ 

グループ）  

国語 

算数 

④～⑥ 

（学級/ 

グループ） 

 

12:00～

12:10 
10 分  生 活 ※給食準備/片付け（学級） 

12:10～

12:55 
45 分 自立活動 ※給食（学級） 

 
12:55～

13:10 
昼休 

     

５ 
13:10～ 

13:55 
45 分 

生 活 

③～⑥ 

（学級/ブロック） 

国語・算数 

②～⑥ 

（学級/グループ） 

 国語・算数 

③～⑥ 

（学級/グループ） 

生 活 

④～⑥ 

（学級/ブロック） 

 

13:10～

13:20 

13:55～

14:05 

10 分 生 活 ※帰る準備、帰りの会（学級） 

   下 校 



[表 2]基本時間割※知的代替の教育課程①－２ 

※①～⑥は学年を表しています。 

※学部集会や行事以外の学習では、基本的に低学年ブロック（１～３年生）と高学年ブロック（４～６年生）

に分かれて学習を行います。さらに、必要に応じて学級やグループでの学習を設定します。 

※１校時に自立活動を３０分間、国語算数を１５分間行う。 

   月 火 水 木 金 

 
8;45～ 

9:00 
 登 校 

１ 

9:00～ 

 

10:00 

30 分 自立活動（学級/グループ） 

15 分 国語・算数（学級/グループ） 

15 分 生 活※朝の会、係活動、着替え、排せつなど （学級） 

２ 
10:00～ 

10:45 
45 分 

道 徳 

①～⑥ 

（学部/学級） 

音 楽 

①～⑥ 

（ブロック・

グループ） 

特別活動 

学級活動①～⑥ 

学部集会①～⑥ 

全校集会①～⑥ 

委員会活動⑤⑥ 

体 育 

①～③ 

（ブロック・

グループ） 

生 活 

④～⑥ 

（ブロック） 

図画工作 

①～⑥ 

（ブロック・ 

グループ） 

  休憩      

３ 
11:00～ 

11:30 
30 分 

国語 

算数 

①～③ 

（学級/ 

グループ） 

自立 

活動 

④～⑥ 

（学級/ 

グループ）   

生 活 

①～⑥ 

（ブロック） 

国語 

算数 

①～③ 

（学級/ 

グループ） 

自立 

活動 

④～⑥ 

（学級/ 

グループ）   

生 活 

⓵～③ 

（ブロック） 

体 育 

④～⑥ 

（ブロック・

グループ） 

国語 

算数 

①～③ 

（学級/ 

グループ） 

自立 

活動 

④～⑥ 

（学級/ 

グループ）   

４ 
11:30～ 

12:00 
30 分 

自立 

活動 

①～③ 

（学級/ 

グループ） 

国語 

算数 

④～⑥ 

（学級/ 

グループ）  

自立 

活動 

①～③ 

（学級/ 

グループ） 

国語 

算数 

④～⑥ 

（学級/ 

グループ） 

自立 

活動 

①～③ 

（学級/ 

グループ）  

国語 

算数 

④～⑥ 

（学級/ 

グループ） 

 

12:00～

12:10 
10 分  生 活 ※給食準備/片付け（学級） 

12:10～

12:55 
45 分 自立活動 ※給食（学級） 

 
12:55～

13:10 
昼休 

     

５ 
13:10～ 

13:55 
45 分 

生 活 

③～⑥ 

（学級/ブロック） 

国語・算数 

②～⑥ 

（学級/グループ） 

 国語・算数 

③～⑥ 

（学級/グループ） 

生 活 

④～⑥ 

（学級/ブロック） 

 13:10～ 10 分 生 活 ※帰る準備、帰りの会（学級） 



13:20 

13:55～

14:05 

   下 校 

 
 
 
[表 3]基本時間割※知的代替の教育課程②  

※学部集会や行事以外の学習では、基本的に学級で学習を行います。さらに、必要に応じて低ブロック（１

～３年生）やグループでの学習を設定します。 

   月 火 水 木 金 

 
8;45～ 

9:00 
 登 校（学級） 

１ 
9:00～ 

10:00 

45 分 自立活動 ※健康観察、水分、体操（学級） 

5 分 道 徳 ※朝の会～日課、人との関わり（学級） 

10 分 生 活 ※朝の会～日課、人との関わり（学級） 

２ 
10:00～ 

10:45  
45 分 

道 徳 

第１週/月（学部） 

第３,５週/月（学級） 
音 楽 

（低ブロック） 

特別活動 

学級活動（学級） 

学部集会（学部） 

全校集会（全校） 

自立活動 自立活動 

自立活動 

第２,４週/月 

  休憩      

３ 
11:00～ 

11:45 
45 分 自立活動 

生 活 

（学級） 
自立活動 国 語 自立活動 

４ 
11:45～ 

12:55 
70 分 自立活動 ※給食準備・給食・歯みがき（学級） 

 
12:55～

13:10 
昼休 

     

５ 
13:10～ 

13:55 
45 分 

 
自立活動 

   

 

13:10～

13:20 

13:55～

14:05 

10 分 生 活 ※帰りの準備、帰りの会 

   下 校 

 
 
 
 
 



[表 4]基本時間割※知的代替の教育課程③ 

※学部集会や行事以外の学習では、基本的に学級で学習を行います。さらに、必要に応じて低ブロック（１

～３年生）やグループでの学習を設定します。 

   月 火 水 木 金 

 
8;45～ 

9:00 
 登 校 

１ 
9:00～ 

10:00 

45 分 自立活動 ※健康観察、水分、体操 

5 分 道 徳 ※朝の会～日課、人との関わり 

10 分 生 活 ※朝の会～日課、人との関わり 

２ 
10:00～ 

10:45  
45 分 

道 徳 

第１週/月（学部） 

第３,５週/月（学級） 
音 楽 

（低ブロック） 

特別活動 

学級活動（学級） 

学部集会（学部） 

全校集会（全校） 

体 育 

（学級） 

図画工作 

（学級） 
自立活動 

第２,４週/月 

  休憩      

３ 
11:00～ 

11:45 
45 分 自立活動 

生活 

（学級） 
自立活動 国語・算数 国語・算数 

４ 
11:45～ 

12:55 

70 分 自立活動 ※給食準備・給食・歯みがき（学級） 

 
12:55～

13:10 
昼休 

     

５ 
13:10～ 

13:55 
45 分 国語・算数 国語・算数  自立活動 自立活動 

 

13:10～

13:20 

13:55～

14:05 

10 分 生 活 ※帰りの準備、帰りの会 

   下 校 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



３ 令和７年度 主な学校行事・学部行事（予定） 

４月 ・入学式    ・１学期始業式 

・新入生歓迎会  

10 月 ・学校祭 

５月 ・交通安全教室 11 月 ・呼人小交流 

６月 ・運動会      12 月 ・２学期終業式 

７月 ・遠足      ・見学旅行（小 5.6） 

・１学期終業式  

１月 ・３学期始業式 

８月 ・２学期始業式    ２月  

９月 ・呼人小交流 ３月 ・卒業を祝う会    ・進級を祝う会 

・卒業証書授与式   ・修了式 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



北海道網走養護学校中学部の教育について 

 

１ 生徒について                        【表１】令和７年度 中学部生徒数 

  今年度の中学部には在校教育、１年生４名、２年生２名、      

３年生５名の合計１１名の生徒が在籍しています。各学級の人 

数は【表１】のようになっています。 

  その年度の生徒の実態や教育的なニーズ、教育的な効果に配 

慮して編成を行っています。 

 

２ 教育課程について 

  中学部での学習は、生徒一人一人の課題や目標に合わせ、個別学習、学級・学年ごとの学習、グループご

との学習、学部全体での学習など、さまざまな集団を編成して行われます。また、教育課程においては、生

徒の実態に応じて（１）「普通中学校に準ずる教育課程」（２）「知的障がいを併せ有する生徒の教育課程」

で編成しています。 

(１)「普通中学校に準ずる教育課程」では、中学校の教育目標の達成に努めるとともに、障がいによる学

習上又は生活上の困難を改善・克服し、自立を図るために必要な知識、技能、態度及び習慣を養うことを目

標にしています。「各教科」「特別の教科道徳」「総合的な学習の時間」「特別活動」ならびに「自立活動」で

教育課程を編成し、生徒の実態や課題に応じた個別学習を中心に取り組みます。必要に応じて、一部下学年

または下学部の内容を取り扱って学習をすることもあります。学習活動やねらいによっては、別の教育課程

の生徒と一緒に学習をしたり、場を共有したりしながら、他者と関わる場面も設定しながら行います。 

（２）「知的障がいを併せ有する生徒の教育課程」では、生徒個々の障がいの状態や発達段階、学び方や

課題等を考慮し、「各教科」「特別の教科道徳」「総合的な学習の時間」「特別活動」ならびに「自立活動」を

含んだ弾力的な教育課程を編成しています。学習活動に生活的なねらいをもたせ、生活に即した実際的・体

験的な学習活動を段階的に行います。生徒の実態や課題に応じて、個別学習、グループ別学習、学部全体で

の集団学習など、さまざまな形態で学習を行い、主体的に活動に取り組む力を身につけられるよう指導を行

います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

学級 男子 女子 計 

重複１組 ３ ０ ３ 

重複２組 １ ２ ３ 

重複３組 １ １ ２ 

重複４組 ２ １ ３ 

合計 ７ ４ １１ 



【表２】令和７年度 中学部時間割 

（１）「普通中学校に準ずる教育課程」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 時間 月 火 水 木 金 

１ 9:00～9:20 学級活動(登校、挨拶、安全、朝の準備、朝の会) 

２ 
 9:20～

10:10 

自立活動 

３ 
10:10～

11:00 
国語 数学 特別活動 国語 数学 

４ 
11:00～

12:05 
社会 保健体育 

総合的な 

学習の時間 
技術・家庭 美術 

 
12:05～

12:30 
自立活動（給食指導） 

５ 
13:10～

14:00 
理科 社会 理科 音楽 

特別の教科 

道徳 

６ 
14:00～

14:50 
数学 外国語 

学級活動 

(帰りの会) 

14:15 下校 

外国語 理科 

７ 
14:50～

15:05 

学級活動 

（帰りの会） 

15:05 下校 

学級活動 

（帰りの会） 

15:05 下校 

 

学級活動  

（帰りの会） 

15:05 下校 

学級活動 

（帰りの会） 

15:05 下校 



（２）「知的障がいを併せ有する生徒の教育課程」 知的障がい特別支援学校の教科別の指導を中心とした教

育課程 

 

３ 学習内容について 

 

 ①各教科 

   各教科で取り組む内容を生徒の実態や課題に応じて抽出し、個別または小グループを構成して生徒の実

態や課題に合わせた内容を取り扱い、指導を行います。 

「くらし」では、おもに理科・社会の目標や内容を組み合わせ、生徒の興味や生活経験を中心とした知

識・習慣・技能などを、総合的に身に付けることをねらいとしています。 

「職業・家庭」では、実践的・体験的な学習活動を通して、働くことの意義を見いだし、職業に関する

基礎的な知識を身に付けられるよう指導をします。生徒のよりよい家庭生活や将来の職業生活に実現に向

けて、集団生活や社会参加に必要な力、技能および実践的な態度を育てることをねらいとしています。 

 

②特別の教科 道徳 

   特別の教科 道徳では、問題解決的な学習を取り入れながら、生徒が自ら考えたり、行動したりできる

ような内容を取り扱って指導を行い、道徳性の育成を目指して取り組みます。将来の自立した生活を送る

上で必要な資質・能力を身に付け、社会でよりよく生きることができるような内容や指導を行います。 

 

 

 時間 月 火 水 木 金 

１ 9:00～9:20 学級活動(登校、挨拶、安全、朝の準備、朝の会) 

２ 
 9:20～

10:10 

自立活動 

３ 
10:10～

11:00 
国語・数学 国語・数学 特別活動 国語・数学 国語・数学 

４ 
11:00～

12:05 
職業家庭 保健体育 

総合的な 

学習の時間 
くらし(理社) 音楽 

 
12:05～

12:55 
自立活動（給食指導、摂食、食事準備片付け、歯磨き、余暇活動等） 

５ 
13:10～

14:00 

くらし(理社) 
 

自立活動 
職業家庭 くらし(理社) 美術 

特別の教科 

道徳 

６ 
14:00～

14:20 

家庭 

(快適な住まい、 

家庭の役割、掃

除) 

家庭 

(快適な住まい、 

家庭の役割、掃除) 

学級活動 

(帰りの会) 

14:15 下校 

家庭 

(快適な住まい、 

家庭の役割、掃除)  

学級活動 

(帰りの会) 

14:15 下校 

７ 
14:20～

14:30 

学級活動 

（帰りの会） 

14：30下校 

学級活動 

（帰りの会） 

14：30下校 

 

学級活動  

（帰りの会） 

14：30下校 

 



③総合的な学習の時間 

   総合的な学習の時間では、各教科等で身に付けた知識や技能等を相互に関連づけ、学習や生活において

活かすことをねらいとしています。自ら課題を見つけ、考え、主体的に判断したり活動に取り組んだりす

ることができるよう、地域との交流やＡＬＴ交流、仕事体験学習など、様々な体験的活動を行っています。 

 

④特別活動 

   特別活動では、全校集会や委員会活動（児童生徒会活動）、学部集会、進路学習、学校行事などの集団

活動を通して、社会性と豊かな人間性を育てることを目標とした学習を行います。 

 

 

⑤自立活動 

   自立活動の指導は、個々の生徒が自立を目指し、障がいによる学習上または生活上の困難を主体的に改

善・克服しようとする取り組みを促す教育活動です。個々の生徒の障がいの状態や発達の段階などを的確

に把握し、「１ 健康の保持」「２ 心理的な安定」「３ 人間関係の形成」「４ 環境の把握」「５ 身体

の動き」「６ コミュニケーション」の６区分に示される内容の中からそれぞれに必要とする項目を選定

し、それらを相互に関連づけて、指導内容を設定しています。本校中学部では、生徒の実態や課題に応じ

て、個別に取り組んだり、適切な集団を構成して学習したりしています。 

   また、学校における自立活動の指導は、各教科等と密接に関連させて「教育活動全体における指導」と

し、様々な学習の場面で指導を行います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



高等部の教育について 
１ 高等部の教育目標 

  ア 自己選択、自己決定、自己調整することができる生徒を育成する【知】 

  イ 自分の気持ちを表現し、適切な方法で相手に伝えることができる生徒を育成する【徳】 

  ウ 社会的な自立をするために、基本的な生活習慣の定着と体力の向上に取り組むことができる生
徒を育成する【体】 

エ 自己理解を深め、社会人としての適切な態度や主体性を身に付けることができる生徒を育成す

る【知、徳】 

  オ 地域の社会資源を結び、自分ができることを自分ができる方法で取り組むことができる生徒を

育成する【自活】 
 

２ 生徒の状況 

・重複障害学級1２名（５学級）、訪問教育学級（美幌療育病院、在宅）３名（１学級）の合計１

５名（6学級） 

・居住地は、網走市・大空町・小清水町・斜里町で、在校生1１名が寄宿舎を利用しています。 

 

３ 高等部時間割 

校時 時刻 時間 月 火 水 木 金 

登校 8:45～9:00  登校 

１ 9:00～9:25 25 家庭科／ホームルーム（SHR） 

２ 9:25～10:10 45 自立活動 自立活動／保健体育 自立活動 自立活動／保健体育 自立活動 

休 10:10～10:15 5 休憩 

３ 10：15～11:05 50 

国語／数学 社会／理科 家庭科 理科／社会 数学／国語 

国語・数学 
理科 

国語・数学 
社会 

国語・数学 

職業 職業 職業 

休 11:05～11:10 5 休憩 

４ 11:10～12:00 50 

自立活動 数学／国語 職業 国語／数学 自立活動 

国語・数学 
自立活動 

国語・数学 
自立活動 

国語・数学 

職業 職業 職業 

休 12:00～12:05 5 休憩 

給 12:05～12:50 45 給食 

休 12:50～13:05 15 休憩 

５ 13:05～13:55 50 道徳科 
美術 保健体育 音楽 

特別活動(LHR) 
美術 保健体育 国語･数学 

休 13:55～14:00 5 休憩 

下校 13:55～14:10 15 家庭科/ホームルーム  家庭科/ホームルーム  家庭科/ホームルーム 

６ 14:00～14:50 50 外国語 
情報 

 総合 外国語 
音楽 

下校 14:50～15:05 15  家庭科/ホームルーム  家庭科/ホームルーム  

 

 

 

 

 

 



４ 高等部の行事や活動（例年） 

４月 ・新入生歓迎会（学部集会） 10月 ・学校祭（職業科販売活動） 

５月 
 

11月 
・現場実習（全学年） 

６月 ・運動会   12月  

７月 ・現場実習（高２、高３） １月  

８月 
 

２月 
・児童生徒会役員選挙（学部集会） 

９月 ・宿泊研修  ・見学旅行 ３月 ・３年生を送る会（学部集会） 

 

・社会生活発表会～本校の卒業生を講師に迎え、卒業してからの話（仕事、プライベートなど）を語っ

ていただいたり、在校生からの質問に答えていただいたりします。 

・進路学習～卒業後の仕事や生活に向けて、学級、学年、学部の学習集団を工夫して学習します。 

・校外学習～各学年や学部全体で行います。学校での学習を基盤とし、社会のルールやマナー、金銭の

取り扱い、交通機関の利用などを学ぶことが主な目的となります。 

・販売活動～職業で作った製品や野菜などの販売活動を、学校祭や職業科の普段の授業で行っていま

す。 

・現場実習～校外の福祉施設や一般企業などで、１週間から１か月ほど就業体験や生活体験を行い、卒

業後の生活について考える学習に取り組んでいます。 

 

 

＊高等部卒業後の主な進路先（過去３年間）＊ 

形 態 Ｒ４ Ｒ５ Ｒ６ 
備 考（過去の進路先も含む） 

卒業生数 ７名 ８名 ３名 

・重症心身障害児(者)施設 (入所継続) ４名 ６名 ０名 美幌療育病院 

・施設入所支援 ０名 ０名 ０名  

日

中 

・生活介護 １名 ０名 ２名 シャノワール、ラポール 

・就労移行支援 ０名 ０名 ０名  

・就労継続支援 Ａ型 ０名 ０名 ０名  

・就労継続支援 Ｂ型 １名 １名 １名 シャノワール、きのこの里、サンライズヨピト 

・地域活動支援センター ０名 ０名 ０名  

・在宅(日中一時支援、ｼｮｰﾄｽﾃｲ 等) １名 ０名 １名 
療養デイサービス結、マイスペース美幌、あ

くあ 

・一般就労(企業就労) ０名 ０名 ０名  

夜

間 

・グループホーム １名 １名 １名 操愛会、ちあふる、涼風ホーム 

・自宅 ２名 ０名 ２名  

※事業所の複数利用あり。（事業所利用の延べ人数） 

 

 

 



＊高等部進路指導年間計画＊ 

実施月 実施日 内    容 

４月  進路説明会（全学年） 

５月  個別懇談、現場実習先の決定（２、３年生） 

６月  現場実習（２、３年生） 

７月 夏休み中 福祉施設見学 

８月  現場実習先の決定（１年生） 

９月  現場実習先の決定（１年生） 

１０月  個別懇談（１年生） 

１１月  現場実習（全学年） 

１２月  進路先最終決定（３年生） 

１月 
冬休み中 

始業式 

福祉施設見学（積極的に情報を集めてください。） 

進路希望調査提出（１・２年生） 

２月 
 個別懇談 

３年生利用内定通知書の受理、利用サービスの申請 

３月  ３年生進路決定先との利用契約（移行支援） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



本校の訪問教育について 

 

１ 訪問教育とは 

特別支援学校の教員が、障害や疾患の状況により、通学して教育を受けることが困難な児童

生徒が生活する家庭や児童福祉施設、医療機関を訪問して行う教育のことです。 
本校の訪問教育では、家庭に訪問して授業を行う「在宅訪問」と美幌療育病院へ訪問して行

う「施設訪問」を行っています。 

 

２ 指導日数と指導時数について 

訪問教育学級では、週６時間の授業を基本として行っています。在宅訪問では週３回（１日

１２０分）の授業、施設訪問では週２回（１日１８０分）の授業を行っています。（※令和６
年度の施設生の指導については、新型コロナウイルス感染症対応のため、生徒一人につき週に２

回（４時間）の授業を行いましたが、今年度より基本の指導時数となります。）） 

 

令和７年度 高等部（在宅） 高等部（施設） 

週指導日数 ３日（月・水・金） ２日（火・木） 

週指導時数 ６時間 

（２時間×３日） 

６時間 

（３時間×２日） 

 

３ 生徒について 

本校では、家庭で生活する在宅生１名（高等部）、美幌療育病院に入所して生活している施 

設生２名（高等部）の計３名が在籍しています。 

医療的ケア（経管栄養、吸引、酸素吸入など）を必要としており、２４時間体制で看護師や

保護者の見守りが必要な生徒が在籍しています。 

主な障害・疾患は、脳性麻痺による四肢麻痺、ヒルスシュプルング病、短腸症候群、慢性肺

疾患などさまざまですが、ほとんどの生徒が肢体不自由と知的障害を合わせ有している重度重

複障害児（者）といわれる方々です。 
 

４ 学齢超過者と過年度生の教育について 
平成 29年度から、北海道教育委員会の施策で学齢超過者（養護学校義務化以前に修学時期を終

えていたが、就学猶予（障害のため）されていたため、義務教育を受ける機会がなかった方）へ

の教育が施設訪問で始まりました。本校の対象者はすべて美幌療育病院に入所されている方々で

す。全道に２００人以上いる対象者の内、本校の対象者は３０名ですべて美幌療育病院に入所

されている方々です。９年前は２名、８年前、７年前、６年前は６名、５年前は５名、４年前

は３名、一昨年度は２名です。（一昨年度が最後となります。）８年前から本格的に学齢超過者

の教育が訪問教育の中核になっています。 

過年度生とは、「すでに義務教育を終了しているが、養護学校の高等部が設置される前に学齢期

を終えていて、高等部への就学の機会がなかった方」です。過年度生についても、訪問教育では高

等部を受験して高等部に入学してくる場合があります。（現在、在籍者なし） 

 

５ 指導内容について 

自立活動を主とし、日常生活の指導、特別活動を学習活動として行っています。また、その
他の指導内容が必要な児童生徒については、その障害の実態に応じて、所属する学部の指導内

容に準じて設定しています。 

 

６ 進路について 

施設入所している生徒は、卒業後もそのまま施設で生活する方がほとんどです。在宅生は、

施設入所をされる方もいれば在宅でそのまま卒業後も生活を続ける方もいます。 

 



※在籍舎生数 

小学部 男子 ７名  女子 １名  計  ８名 

中学部 男子 ７名  女子 ４名  計 １１名 

高等部 男子 ７名  女子 ４名  計 １１名   合計

３０名 

 

令和７年度 北海道網走養護学校 寄宿舎について 
 

 

１ 寄宿舎とは 

 

寄宿舎の機能には、大きく分けて以下の３点の項目があると考えられています。そして、児童生

徒が集団の中で規則正しい生活を送りながら、一人一人が課題に応じた取り組みを行い、お互いに

人間関係を深めていく場でもあります。 

 

 

 

＊寄宿舎の機能 

（１）「通学の保障」～学校と家庭が離れていて通学が困難である状況を解消する。 

（２）「発達の保障」～障がいの状況や発達課題などに応じ、適切な環境の中で望ましい発達を図る。 

（３）「生活の保障」～安心で安らぎのある楽しい寄宿舎生活を送れるよう環境を整え、生きるための

力（社会性、基本的な生活習慣など）を育成する。 

 

 

 

２ 棟編成・舎室編制 
棟は３棟（Ｂ、Ｄ、Ｅ）に分かれており、各棟は男子棟、女子棟からなっています。寄宿舎が児

童生徒にとってやすらぎの場となるように配慮し、それぞれの舎室の名前には、親しみがもてるよ

う花や木の実などの名前が付いています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

棟 舎室名 学部・性別 在籍数 

Ｂ棟  

どんぐり 小学部・男 ３名 

くるみ 小学部・男 ３名 

つくし 小中学部・男 ３名 

Ｄ棟 

ひまわり 中高等部・女 ３名 

すずらん 中高等部・女 ３名 

たんぽぽ 小中高等部・女 ３名 

Ｅ棟 

しらかば 中高等部・男 ４名 

あすなろ 中高等部・男 ４名 

にれ 中高等部・男 ４名 



３ 日課表 
 日課 時刻 

起床 ６：２０ 

着替え 

洗面・歯磨き 
 ６：２０～ 

朝食  ７：４０～８：１０ 

登校準備  ８：１５～ 

登校 ８：４５～８：５０ 

 

下校 

 

  月 火 水 木 金  

１３：２０ 小 1～2 小 1 小 小 1～2 小 1～3 

１４：０５ 小 3～6 小 2～6  小 3～6 小 4～6 

１４：１０ 高  高  高 

１４：１５   中  中 

１４：３０ 中 中  中  

１５：０５ 
中 3・高

2 
中 3・高  中 3・高 

中 3・高

2 

      

入浴 

（火・木のみ） 
１３：４５～１７：００ 

余暇 
 下校後 

  ～  
 夕食前 

夕食 １７：３０～１８：００ 

洗面・歯磨き  １８：１０～ 

就寝準備  １８：１５～ 

余暇  １８：３０～ 

就寝 ２０：００～２１：００ 

 

 

４ 年間行事予定 

月  行事名  月  行事名  

４月  新入舎生歓迎会  １１月  買い物体験  

５月  舎友会総会  １２月  クリスマス会  

６月  芸術鑑賞会  ２月  節分会  

７月  寮祭  ３月  退舎生を送る会  

１～２学期  各棟バス外出    

 

 

 

５ 指導体制 

  ＊寄宿舎指導員（１８名） 

  ＊寄宿舎指導員（非常勤）（現在１１名）※途中、退職・新規採用で増減あり 

  ＊寮務主任（１名）舎監（１名）※教務側業務と兼務 
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６ 入舎・退舎 

  ◇入舎の基準 

   ・通学が困難な場合 

   ・基本的生活習慣や社会性を育むことを目的としている場合 

   ※医療的ケアを必要としない場合 

  ◇退舎の基準 

   ・健康状態が変わり、医療的ケアの実施が必要となった場合 

   ・寄宿舎生活が困難になった場合（他舎生に怪我をさせる行為や施設設備を破壊する行為が継続

して見られ、本人や他舎生の安全が確保できないと判断された場合など） 

 

７ 帰省・帰舎 

   ・基本的に、月曜日家庭より登校、金曜日家庭へ帰省となります。 

・夏休みや冬休みの長期休業および、臨時休校日、学校が定めた閉舎日も家庭へ帰省となりま

す。 

 

８ 感染症対策 

    発熱や風邪症状等が見られた際には、他舎生への感染や寄宿舎での蔓延を防ぐため、通院や帰

省のお願いをしています。 

 

 

９ 寄宿舎平面図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



卒業後の進路 

 

本校生徒が卒業後、利用している主な進路先が以下の通りになります。 

○日中サービス 

サービス名 サービス内容 

生活介護 

 

常時介護を要する障害者を対象とした、主として日中に障がい者支援

施設などで行われる、入浴、排せつ、食事の介護や、創作的活動または

生産活動の機会の提供などを行うサービスです。 

地域活動支援セン

ター 

就労が困難な障害者が地域活動支援センター等へ通所することによ

り、創作活動や生産活動の機会の提供、社会との交流促進の場を提供す

るサービスです。 

日中一時支援 保護の必要な障害者（児）の介護家族の負担軽減等のため、放課後や休 

日等の日中において障害者（児）を一時的に預かるサービスです。 

就労継続支援Ｂ型 

非雇用型 

一般企業での雇用が困難な者等に対し、一定の賃金のもとで就労や生 

産活動の機会を提供し、知識・能力の向上・維持を図る支援です。 

就労継続支援Ａ型 

雇用型 

一般企業での雇用が困難な者に対し、雇用契約に基づく就労の機会を

提供するとともに、一般就労に必要な知識・能力の向上を図る支援で

す。 

就労移行支援 一般就労を希望する者に対し、有期限の支援計画に基づき知識・能力の 

向上、実習、職場探し等を通じ、適正に合った職場への就労・定着を図 

る支援です。 

 

○夜間サービス 

サービス名 サービス内容 

短期入所（ショー

トステイ） 

介護者が病気の場合などにおける、障害者支援施設などへの短期入所

による入浴、排せつ、食事の介護などの援助サービスです。 

共同生活援助（グ

ループホーム） 

 

生活介護や就労継続支援などの日中活動を利用している人に対して、

共同生活の場で食事の提供や相談等の日常生活上の援助を行うサービ

スです。 

 

○両方の機能のあるサービス 

サービス名 サービス内容 

施設入所支援 施設に入所する障害のある方に対して、主に夜間において、入浴、排せ

つ、食事等の介護、生活等に関する相談・助言のほか、必要な日常生活

上の支援を行います。 

生活介護などの日中活動とあわせて、こうした夜間等におけるサービ

スを提供することで、障害のある方の日常生活を一体的に支援します。 

 


